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長野県流域下水道施設におけるウォーターPPPの導入に向けた 

マーケットサウンディング（第２回） 説明書 

 

今回の調査は、要求水準書（案）等の作成にあたり、令和７年８月に実施したマーケットサウンデ

ィング（アンケート調査）にて質問・意見の多かった事項についてより具体的な検討を行うため、県

の考え方を整理した上で（案）を示し、再度第１回のアンケート調査の回答企業へ意見を募るもの

です。 

なお、以下は現時点での（案）であり、今後の検討により内容が変更になる可能性があります。 

今後は、今回のアンケート回答結果を基に、令和８年３月頃を目途に要求水準書（案）等を提示

していく予定です。 

 

１．電力調達について 

電気事業者との契約も委託内容に含めることを検討しています。  電力調達業務について、ウ

ォーターPPP 事業の対象とする場合に価格変動の対応に対する懸念点が挙げられていました。

価格変動については、以下の想定をしています。 

 

 

【電力価格の変動対応（案）】 

(1) 電気料金の変更 

① 電気料金単価（基本料金・従量料金単価）に変動幅±1.5％を超える変動があった場

合に、電気料金を変更することができる。 

② 見直しは、翌事業年度の業務委託費を設定する時期に行う。（年１回） 

③ 電気料金の見直し時点から、実際の業務委託費として支払われる時期までに大幅に

乖離が生じた場合、委託者と受託者は協議により電気料金単価の見直しをすること

ができるものとする。 

(2)  燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の変更 

① （案 1）精算を行わないことを前提とする。（(1)電気料金の変更と同様の対応） 

② （案 2）基準単価との差分について変更を請求することができる。 

（例）委託者及び受託者は、当該年度の燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦

課金単価の算出金額（I）と基準調整単価を元にした当該年度の燃料費調整額及び再

生可能エネルギー発電促進賦課金の算出金額（J）を比較した時の差分を、当該年度の

電気料金の変動に係る業務委託料の額として変更を請求することができる。なお、電気

料金の変動に係る業務委託料の増減額は、当該年度 3 月分の業務委託料において調

整するものとする。 

I = （F4×H4） + （F5×H5） +・・・+  （F2×H2） + （F3×H3） 

J = G×（H4 + H5 +・・・+ H2 + H3） 
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Ft ：当該年度 t 月の燃料費調整単価及び再生可能エネルギー発電促進賦課金単

価 

Ht ：当該年度 t 月の電気使用量（想定使用量・実使用量など） 

G ：基準調整単価（委託者の積算時点の燃料費調整単価及び再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金単価など） 

 

 

 

２．修繕について 

修繕業務については、１件あたりの上限額は設けず、単年度ごとに上限額を設けることを想定

しています。上限額については、過年度の実績に基づく金額をベースとして考える予定です。 

 

【清算方法（案）】 

・年度末の竣工検査後、単年度ごとの上限額を、事業年度ごとの出来高清算として支払う。（年

1 回） 

 

【修繕の流れ（案）】 

① 定期修繕 

➢ 受託者は、３～５カ年程度の修繕計画書を作成（委託期間中に数回）し、委託者の承諾を

得る。 

➢ 受託者は、年間修繕計画書を作成（毎年度）し、委託者の承諾を得る。 

➢ 受託者は、上記計画に基づき修繕を実施する。なお、上記計画に変更の必要が生じた場

従量料金（従量料金単価×電気使用量） 

基本料金（基本料金単価） 

燃料調整額（燃料調整単価×電気使用量） 

再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×

電気使用量） 

(1)「電気料金の変更」 

における変動対応範囲 

(2)「燃料調整額及び 

再生可能エネルギー 

発電促進賦課金の変更」 

における変動対応範囲 

電力価格 

電気料金単価 

電力価格と変動対応範囲のイメージ 
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合には、委託者と協議の上、変更する。 

② 突発修繕 

➢ 受託者は、突発修繕の必要が生じた時点で、事前に修繕の内容・費用を委託者に提出し

承諾を得る。 

➢ 緊急やむを得ない場合は、突発修繕実施前に委託者に報告の上、実施後に内容・費用を

提出し、協議のうえ修繕費を決定する。 

 

３．管路の維持管理について 

管路の維持管理については、仕様発注から開始し委託期間中に性能発注へ移行することと

して以下を検討しています。 

なお、管路の修繕については、業務期間を通じて受託者と協議の上対応いただくことを検討

しています。 

 

【管路の業務規定（案）】 

(1) 前期（開始後５カ年程度） 

  仕様規定により、法令等に基づく巡視点検、清掃、調査を実施する。 

  

(2) 後期 

前期の調査結果に基づき、甲乙協議のうえ、管路の性能規定として、業務指標（アウトカム、

アウトプット）の設定を行い、委託対象とした全ての管路施設について性能規定を導入する。 

 ＜性能規定の例＞ 

下水道管路施設に対する適正な維持管理・更新の一体マネジメントにより流下機能を維

持し、道路陥没、管渠等閉塞の未然防止を図り、下水道サービスの維持・向上に努める。 

 

 

図 管路の性能規定のイメージ 

 

 

 

「下水道分野におけるウォーターPPP ガイドライン第 2.0 版 令和７年４月」 

業務指標（アウトカム、アウトプット）の設定 
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国土交通省水管理・国土保全局上下水道審議官グループ より抜粋・加工 

 

 

 

「下水道管路管理における効果的な業務指標を設定するための考え方（案） 令和７年４月」 

国土交通省国土技術政策総合研究所 上下水道研究部下水道研究室 より抜粋 
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また、アウトカム、アウトプットは以下の事例が示されている。 

 

 

「下水道管路管理における効果的な業務指標を設定するための考え方（案） 令和７年４月」 

国土交通省国土技術政策総合研究所 上下水道研究部下水道研究室 より抜粋 
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４．統括管理業務について 

 統括管理業務における配置予定技術者に求める条件については、以下を想定している。 

 

配置技術者要件（案） 

 

また、それぞれの責任者の役割（案）として以下を想定している。なお、各責任者の兼任の可

否については検討中である。 

 

・統括管理責任者 

本事業の最高責任者として、委託者が配置する監督員と常に密接な連絡をとり、事業の適正

かつ円滑な遂行を図る。常駐（夜間・休日を除く）を求める。不在時の連絡体制を確保すること。 

・処理場・場外施設総括責任者 

処理場・場外施設（終末処理場・ポンプ場・マンホールポンプ）に関する業務の責任者として指

揮、監督を行う。常駐（夜間・休日を除く）を求める。 

・管路施設総括責任者 

  管路施設に関する業務の責任者として指揮、監督を行う。 

  常駐不要、委託者との業務報告や協議・打合せ、修繕が必要な際の対応等を想定。 

・計画策定支援業務統括責任者 

更新計画案作成業務に関する業務の責任者として指揮、監督を行う。 

常駐不要、計画案の策定や委託者との打合せ・協議等を想定。 
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 ＜参考資料＞ 

１．電力調達について（電力価格の変動について） 

⚫ 「処理場等包括的民間委託導入ガイドライン」 第７章 参考資料 別紙 16 ｐ.153 

 

 

⚫ 「処理場等包括的民間委託導入ガイドライン」 第５章  ｐ.７3 
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２．修繕について 

「下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第2.0 版」  Ⅲ資料編 契約書（例） 

p.契 1-11 
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「下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第2.0 版」  Ⅲ資料編 契約書（例） 

p.契 1-18 
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「下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第2.0 版」  Ⅲ資料編 契約書（例） 

p.契 1-20，21 
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３．管路の維持管理について 

「下水道管路管理における効果的な業務指標を設定するための考え方（案） 令和７年４月」 

国土交通省国土技術政策総合研究所 上下水道研究部下水道研究室 スライド 6-12 
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